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Ⅰ 業務改善助成金（通常コース）の概要 

 

１ 通常コースの概要 

   業務改善助成金は、賃金引上げに際しての負担を軽減することにより最低賃金の引上げに向けた環境

整備を図ることを目的としており、通常コースでは、「事業場内で最も低い賃金」を一定額以上引き上げ

るとともに、生産性向上につながる設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）

などを行った場合に、その費用の一部を助成します。 

 

２ 支給対象となる取組（交付要綱第４条第１項及び第２項） 

ⅰ）賃金引上げ計画を策定すること 

雇入れ後３月を経過した労働者のうち、事業場内で最も低い時間当たりの賃金額（以下、「事業場内

最低賃金」という。）を表２のコース区分毎に定められた引上げ額以上に引き上げるとともに、就業規

則等でその引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要が

あります。 

ⅱ）生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること。 

   ※ 生産性向上に役立つ設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された経 

費（関連する経費）がある場合は、その費用も支払うことが必要です（詳細はＰ８参照）。 

  ※ 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。 

 

３ 対象となる事業場（交付要綱第２条及び別表第１） 

ⅰ）表１で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。 

ⅱ）事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30円以内であること。 

 

【表１：中小企業の定義】 

業種 ①資本金の額又は出資の総額 
②常時使用する企業全体の労

働者数 

一般産業 

（下記以外） 
3 億円以下の法人 300人以下 

卸売業 1 億円以下の法人 100人以下 

サービス業 5,000万円以下の法人 100人以下 

小売業 5,000万円以下の法人 50人以下 

※①資本金の額又は出資の総額、②常時使用する企業全体の労働者数のいずれかの要件を 

満たすことが必要。 

 

４ 助成額及び助成率（交付要綱第４条第１項～第４項、別表第１～第３） 

上記２のⅰ、ⅱの要件を満たした場合に、ⅱで要した費用に表２④で定める助成率を乗じた額又は 

表２②の人数に応じて③で定める上限額のいずれか低い額を支給します。 

※次の特例事業者に該当する場合、賃金引上げ労働者数 10 人以上の助成上限区分を適用することが

できます。 
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・事業場内最低賃金が 920円未満の事業場 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量（額）又は売上高等事業活動を示す指標（生産指

標）の最近３か月間の平均値が前年、前々年又は３年前同期に比べ、15％以上減少している事業者 

・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率（申請前３か月間のう

ちの任意の１月における売上高総利益率又は売上高営業利益率）が、前年同月に比べ３％ポイント

以上低下している事業者 

（ｐ10「Ⅲ その他」「２ 通常コースの特例事業者について」参照） 

※事業場規模が 30人未満の事業者からの申請については、③の「事業場規模 30人未満の事業者」の

欄が適用されます。 

 

【表２：助成額の概要】 

※特例事業者が適用できる賃金引き上げ労働者数 10 人以上の助成上限額区分については、Ｐ10Ⅲの

２をご覧ください。 

 

（１） 事業場内最低賃金の引上げ 

ⅰ）全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。 

ⅱ）賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。（表２③） 

ⅲ）事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウン

トされる場合があります。 

 

＜例：事業場内最低賃金９００円、３０円コースの場合＞          

   全労働者の賃金を９３０円以上へ引き上げる必要があります。 

コース

区分  
①引上げ額  

②引き上げる 

労働者数  

③助成上限額  

④助成率  
事業場規模  

30 人以上  

の事業者  

事業場規模  

30 人未満  

の事業者  

30円

コース 
30 円以上 

１人  ３０万円  ６０万円  
【事業場内最低賃金 

870 円未満】 

９／10 

 

【事業場内最低賃金 

870 円以上 920 円未満】 

４／５ 

(生産性要件を満たした場合) 

９／１０ 

 

【事業場内最低賃金 

920 円以上】 

３／４ 

(生産性要件を満たした場合) 

４／５ 

２～３人  ５０万円  ９０万円  

４～６人  ７０万円  １００万円  

７人以上  １００万円  １２０万円  

45円

コース 
45 円以上 

１人  ４５万円  ８０万円  

２～３人  ７０万円  １１０万円  

４～６人  １００万円  １４０万円  

７人以上  １５０万円  １６０万円  

60円

コース 
60 円以上 

１人  ６０万円  １１０万円  

２～３人  ９０万円  １６０万円  

４～６人  １５０万円  １９０万円  

７人以上  ２３０万円  ２３０万円  

90円

コース 
90 円以上 

１人  ９０万円  １７０万円  

２～３人  １５０万円  ２４０万円  

４～６人  ２７０万円  ２９０万円  

７人以上  ４５０万円  ４５０万円  
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○事業場内最低賃金等の計算方法について 

  ①日給の場合：１日の所定労働時間で、賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定します。 

  ②月給の場合：１ヶ月の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定します。 

  ③歩合給を含む場合：歩合給については、申請直近の１年間（雇入れ後１年に満たない者については

少なくとも３月間）の合計額を、その間の総実労働時間で除し、除した額に、固定給の時間当たり

の額を加えて算定します。 

  ※以下の手当は最低賃金に算入しません。 

臨時に支払われる賃金、１月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）、時間外労働・休日労

働・深夜労働（22 時から５時までの労働）に対する割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、

など 

 

（２）助成率 

   事業場内最低賃金に応じて、表３のとおり定められます。 

   また、生産性要件（※）を満たす事業者は、助成率が引き上げられます。 

   ※生産性要件 

：「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指し、「生産性要件を満たした

場合」とは、助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性

を比較し、６％以上伸びている場合又は１％以上（６％未満）伸びている場合をいいます。１％以上（６％未満）

の場合は、金融機関から一定の事業性評価」を得ている必要があります。 

 

 【表３：助成率】 

事業場内 

最低賃金 
870円未満 870円以上920円未満 920円以上 

助成率 ９／10 ４／５（９／10） ３／４（４／５） 

   ※（）内は生産性要件を満たした場合の助成率。 

 

５ 不交付要件（交付要綱第４条第５項） 

 以下に該当する場合は、交付の対象となりません。 

① 交付申請書の提出日の前日から起算して３月前の日から支払請求手続を行った日の前日又は賃金

額を引き上げてから６月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、 

Ａ：引上げ人数としてカウント 

Ｂ・Ｃ： 

 新事業場内最低賃金以上に引

き上げる必要がある。ただし、

引上げ人数としては、申請コー

スの額（３０円）以上引き上げ

ているＣのみ対象 

Ｄ：既に新事業場内最低賃金以

上なので、３０円以上引き上

げてもカウントしない。 
３０円コース、２名引上げとなるため、助成上限額は５０万円である。 
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 ア 当該事業場の労働者を解雇した場合（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不

可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。）、その者の非違

によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を

希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合 

 イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合 

 ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正

常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。）を内

容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合 

 エ 同一の助成対象経費や賃金引上げを対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他

これに類する助成等を受けている場合 

② 過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額

が当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合 

③ 交付申請書の提出日の前日から起算して１年前の日から支払請求手続を行った日の前日又は賃金額

を引き上げてから６月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、労働関係法令に違反しているこ

とが明らか（司法処分等）となった場合 

④ 交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去３年以内に事業場の所在地を所轄する都

道府県労働局長（以下「所轄労働局長」という。）から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律第１７条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合 

⑤ 事業者又は事業者が法人である場合、当該法人の役員若しくは事業場の業務を統括する者その他こ

れに準ずる者のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者がいる事業場、暴力団員が経営に

実質的に関与している事業場及びこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用するなど

している事業場等であると認められた場合 

⑥ 事業主等又は事業主等の役員等（事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は

支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与して

いる者をいう。）が破壊活動防止法（昭和 27年法律第 240号）第４条に規定する暴力主義的破壊活動

を行った又は行うおそれがある団体等に属している場合 

⑦ 交付申請書の提出日の属する年度の前年度より前のいずれかの年又は保険年度において、労働保険

の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44年法律第 84号）に定める徴収金を滞納している場合 

⑧ 交付申請手続又は支払請求手続の時点で倒産（破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは

特別清算開始の申立てを行っていること又は手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行

っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれら金融機関に対して

なされていること）している場合 

⑨ 不正受給が発覚した場合に、所轄労働局長等が実施する事業主等の公表について同意していない場

合 

など 

 

６ 対象となる経費（交付要領別紙４） 

（１）助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、表４

のＡに区分される経費です。ただし、次の「特例措置の対象事業者」に該当する場合、表４の経費区

分の一部が拡充されるほか、生産性向上等に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務



- 7 - 

 

改善計画に計上された経費（表４のＢ 関連する経費）についても、助成対象としています。 

  （特例措置の対象事業者） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量（額）又は売上高等事業活動を示す指標（生産指

標）の最近３か月間の平均値が前年、前々年又は３年前同期に比べ、15％以上減少している事業者 

・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率（申請前３か月間のう

ちの任意の１月における売上高総利益率又は売上高営業利益率）が、前年同月に比べ３％ポイント

以上低下している事業者 

（ｐ10「Ⅲ その他」「２ 通常コースの特例事業者について」参照） 

 

【表４：経費区分】 

Ａ 生産性向上等に資する設備投資等の経費区分 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入

費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費 

 

Ｂ 関連する経費（※）の区分 

広告宣伝費、改築費、備品等購入費、通信費 

※ 関連する経費とは、生産性向上等に資する設備投資等のほか、様式第１号別紙２の業

務改善計画全体として生産性向上が認められる場合に、生産性向上等に資する設備投資

等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画において計上された経費をいいます。 

 

（２）助成対象経費のＡとＢの具体例については、表４のとおりです。 

 （Ａ 生産向上等に資する設備投資等） 

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 

・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化 

・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など 

（Ｂ 関連する経費） 

・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など 

※ 「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。 

 

 (３)「Ａ 生産向上等に資する設備投資等」について 

   生産性向上等に資する設備投資等を行う経費の範囲は、交付要綱別表第４（その１）及び交付要領別

紙４の＜表１＞のとおりです。 

※ただし、以下の経費は以下の経費は「Ａ 生産性向上等に資する設備投資等」の対象となりませんので、

ご注意ください 

○単なる経費削減を目的とした経費（（例）LED電球への交換等） 

○不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費（（例）エアコン設置、執務室の拡

大、机・椅子の増設等） 

○通常の事業活動に伴う経費（（例）事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎

用事務機器購入費、広告宣伝費等） 
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○法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合に

おける、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格

の取得に係る経費 

○交付決定日以前に導入又は実施した経費 

○申請事業場の労働者の労働能率増進が認められないもの 

○経費の算出が適正でないもの    など 

 

 (４)「Ｂ 関連する経費」について 

   関連する経費の範囲は、交付要綱別表第４（その２）、交付要領別紙４の＜表２＞及び（注９）のとお

りですが、通常コースにおいては助成対象経費として認められない経費（上記（３）ただし書き。交付

要領別紙２（注７））のうち②及び③について、上記（２）の表４のＢに示す経費（交付要領別紙４の（注

９））に該当する場合に、特例的に助成対象として認められる経費となります。 

   ただし、関連する経費については、「生産性向上等に資する設備投資等」の額を上回らない範囲におい

て、助成対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（交付要領別紙４の（注９）） 

交付要綱様式第１号別紙２の業務改善計画全体として生産性向上が認められる場

合に、生産性向上等に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善

計画において計上された経費（関連する経費）は、（注７）の②及び③に該当するも

ののうち、表２に掲げる経費について助成対象と認めることができるものとする。 

ただし、関連する経費については、生産性向上等に資する設備投資等の額を上回ら

ない範囲とする。 

なお、以下に掲げるものを除き、業務改善計画全体として生産性向上が認められ、

関連する経費として適正であり、表２に掲げる経費の範囲内のものと所轄労働局長が

判断した場合は、助成対象とする。 

・事務所借料 

・光熱費 

・賃金 

・交際費 

・消耗品 
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Ⅱ 業務改善助成金の申請手続き 

   【手続きフローチャート】 

 

１ 助成金交付申請書の提出 

業務改善計画（設備投資などの実施計画）と賃金引上計画（事業場内最低賃金の引上計画）を記載し

た交付申請書（様式第１号）を作成し、都道府県労働局に提出してください。 

＜添付書類＞国庫補助金所要額調書（別紙１）、事業実施計画書（別紙２）のほか、 

・助成対象経費の見積書（原則２者以上）・申請前３月分の賃金台帳の写し 

など 

 

２ 業務改善計画の実施 

労働局からの交付決定通知後、業務改善計画に基づき、設備投資等を行ってください。 

なお、交付決定通知書の助成金額や業務改善計画の内容など、申請の内容が変更となる場合は、予め計

画変更申請書（様式第３号）を所轄労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。 

 

３ 事業実績報告書の提出 

業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書（様式第９号）を作成し、都道

府県労働局に提出してください。 

＜添付書類＞ 

 国庫補助金精算書（別紙１）、事業実施結果報告（別紙２）のほか、 

・賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写し 

・事業場内最低賃金を規定した就業規則等の写し 

・導入した設備投資等に関する書類（納品書、写真等） 

・経費の支出に関する書類（請求書、領収書、費用の振込みが確認できるもの等） 

など 
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４ 助成金の支払い 

助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書（様式第 13号）を提出してください。 

 

５ 状況報告の提出 

   助成金支給後、状況報告（様式第８号）の提出により、Ⅰの５ 不交付要件①について確認します。 

＜添付書類＞ 

・賃金を引き上げてから支払請求手続を行った日の前日又は賃金を引き上げてから６月を経過し

た日のいずれか遅い日までに解雇等があると報告された当該労働者及び賃金引上計画に基づい

て賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写し 

 

注１：交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した

場合は、助成の対象となりません。 

注２：事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施し

ても構いません。 

注３：設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。 

 

詳細は別添の申請書等記載例をご確認ください。 
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Ⅲ その他 

 

１  消費税仕入控除税額について（交付要綱第 14条関係） 

（１）助成対象経費からの消費税額の除外について 

交付申請書の助成金申請額の算定段階において、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算

定し、交付申請書を提出してください。ただし、以下に掲げる事業主については、改善事業の遂行に支

障をきたすおそれがあるため、消費税を助成対象経費に含めて助成金額を算定できるものとします。 

①  免税事業者である事業主 

②  消費税簡易課税制度を選択している（簡易課税事業者である）事業主 

③  消費税法別表第３に掲げる法人の事業主 

④ 自己負担額が増加する等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業主 

 

（２）消費税額を含めて交付決定がなされた場合 

交付決定で消費税額を含めて交付決定がなされた後、支給申請時に消費税仕入控除税額が明らかな場

合には、消費税額を減額して報告頂くようお願いいたします。 

 

（３）消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還 

消費税額を含めて助成金を受給した事業主においては、消費税額の申告により消費税仕入控除税額が

確定した場合（仕入控除額が０円の場合も含む。）は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

書」（様式第 11号）を速やかに提出してください。 

具体的な作成のポイントについては、別添の申請書等記載例を参照してください。 

 

２ 通常コースの特例事業者について（交付要綱第４条第１項ただし書き及び第４項関係） 

（１）特例事業者の要件 

ⅰ）賃金要件 

     事業場内最低賃金が 920円未満の事業場が該当します。 

     交付申請書（様式第１号）の記載内容により、判断しますので、追加資料の提出はありません。 

ⅱ）生産量要件 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量（額）又は売上高等事業活動を示す指標（以下

「生産指標」という。）の最近３か月間の平均値が、前年、前々年又は３年前同期に比べ、15％以上

減少している事業者が該当します。（交付要領別紙３別添１「事業活動の状況に関する申出書」によ

り該当の有無を確認します。） 

ⅲ）物価高騰等要件 

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近３か月間のうち任意の

１月における売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同月に比べ３％ポイント低下している

事業者が該当します。（交付要領別紙３別添２－１「利益率に係る事業活動の状況に関する申出書

（売上高総利益率）」又は別添２－２「利益率に係る事業活動の状況に関する申出書（売上高営業利

益率）」により該当の有無を確認します。） 

   ※本要件に該当する場合であっても、（２）の①上限額及び②対象経費のいずれの特例も適用する必要

がなければ、申出書を提出する必要はありません。 
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（２）特例措置の内容 

①助成上限額の特例 

上記（１）のいずれかの要件に該当する場合、表５の上限額区分を適用することができます。 

 

【表５：特例事業者に該当する場合の上限額】 

特例事業者に該当する場合の上限額 

 引上げ労働者数 上限額 

①30 円コース 

10 人以上 

120 万円 

②45 円コース 180 万円 

③60 円コース 300 万円 

④90 円コース 600 万円 

 

②対象経費の特例 

 特例事業者のうち、ⅱ）生産量要件又はⅲ）物価高騰等要件に該当する場合に限り、以下の設備投

資に係る費用を助成対象とすることができます。 

（Ａ 生産向上等に資する設備投資等） 

   ・乗車定員７人以上人又は車両本体価格 200万円以下の自動車及び貨物自動車等 

   ・パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器（新規購入に限る。） など 

   （Ｂ 関連する経費） 

   ・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設 など 

 

３ 業務改善助成金に関するお問い合わせ先 
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４ 業務改善助成金の申請窓口 

 


